
携帯電話持込届

大阪金剛インターナショナル中・高等学校　学校長殿

携帯電話に関する金剛学園中・高等学校における規則を理解するとともに携
帯電話の番号を記載し、学校への持ち込みの許可を願います。

＜金剛学園における携帯電話に関する規則＞
〇校内での使用は一切認めない。
〇登校時に担任に携帯電話を提出する。
〇校内で携帯電話を所持していた場合は利用とみなす。
〇校内での使用が認められた場合、その場で没収し、学校保管とする

※初回は当日保管。２回目は３日間、３回目は１週間、４回目は２週間、５回目
は特別指導とする。なお、４回目までに関しては、保護者が取りにくる場合、
上記の期間に関わらす、即日返却とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 0　　　年　　月　　日

(中・高)第　　学年　(A・B)組

生 徒 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

本人の携帯電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本校が取得した個人情報は目的以外には一切使用しません。


